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　新年、明けまして

おめでとうございま

す。会員及び賛助会

員の皆様には、旧年

中格別のご厚情を賜

り、誠にありがとう

ございました。

　新しい年を迎え、

皆様とともに新たな

決意を固めております。 ちなみに、本年は

六十干支（ろくじっかんし）の巡る「丙午」

（ひのえうま）の年にあたります。「丙午」

は情熱や強さを象徴するとされています。当

団体では、この節目の年のスローガンを「集

改センターの役目を提供し続ける」と定め、

これまでの成果と課題を踏まえ、今年の活動

方針をご説明申し上げます。

　昨年は明るい話題として「EXPO2025 大

阪・関西万博」があり、日本が内外から注目

を集める半年となりました。会員の皆様も会

場に足を運ばれ、楽しまれたことと存じます。

　一方でマンションを取り巻く残念な出来事

2026年（令和8年）新年ごあいさつ

「集改センターの役目を提供し続ける」
集改センター代表理事　松山 功

として、マンション談合に関する公正取引委

員会の問題や、マンションを狙ったなりすま

し事件等が発生し、多くの管理組合に衝撃と

不安を与えた年でもありました。

　だからこそ、集改センターの役割は重要で

す。設立当初からのモットーである「ネット

ワーク」を基盤に、引き続き「知恵・技術・

情報」を提供し、マンションライフをより豊

かにするお手伝いをしてまいります。

　また、昨年10月に「マンション標準管理規

約」が改正・公表され、今年4月には改正区

分所有法が施行されます。多くの管理組合で

管理規約見直しの検討が進むことが予想され

ますが、集改センターは、高経年化に伴う管

理組合の不安を和らげる役割を果たせるNPO

法人であると自負しております。

　マンションに安心と信頼をもたらすコンサ

ルタントの専門家集団として、本年のスロー

ガンを着実に遂行することをお約束いたしま

す。正会員・賛助会員並びに管理組合の皆様

には、一層のご支援とご指導を賜りますよう、

お願い申し上げ、新年のご挨拶といたします。
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　集改センターでは10月25日、第21回新時代の

マンションセミナーをオンラインで開催しまし

た。今回は中島亮平弁護士・マンション管理士

が講師となり、マンションの事故・法的責任・

保険対応などの事例をもとに、多角的な視点か

ら解説しました。

マナー・設備トラブルの実情

　国土交通省が5年ごとに実施する「マンション

総合調査」（令和5年度）によると、マンション

で発生するトラブルのうち最も多いのは居住者

間のマナー・行為（60.5％）で、次いで建物・

設備の不具合（31.7％）が続きます。

　マナーに関するトラブルの内訳は以下の通り

です。

・生活音などの騒音問題（43.9％）

・違法駐車・駐輪（27.9％）

・ペット飼育（14.2％）

・共用部への私物放置（13.9％）

　建物関連では、水漏れ（20.1％）・雨漏り

（10.7％）が顕著で、老朽化や設備不具合が原

因の多くを占めています。

管理組合が負う法的責任

　中島氏はまず、民法717条（土地工作物責任）

に基づき、管理組合の法的立場を説明しました。

建物や共用設備などの「土地工作物」が通常の

安全性を欠き、他人に損害を与えた場合、占有

者＝管理組合が第一次的な責任を負います。点

検・補修が適切に行われていれば免責もあり得

ますが、放置していた場合は責任を問われる可

能性があります。

　具体例として、敷地タイルの段差による転倒

事故、屋上の柵がなく子どもが転落した事故、

消火器落下による怪我などが紹介されました。

また、専有使用部分についても、放置した危険

物が原因となれば、管理組合の監督責任が問わ

れる場合があります。

漏水トラブル ― 原因特定が最大の鍵

　マンションで最も多いトラブルが漏水事故で

す。原因は大きく3つに分類されます。

①居住者の過失（例：水の出しっぱなし）

②共用設備の不具合・老朽化

③原因不明（＝区分所有法により共用部分の瑕

疵と推定）

　漏水事故については、松山功一級建築士（集

改センター代表理事）が具体的な事例を紹介し

ました。

～事故・騒音トラブルと法的対応～

そのとき管理組合は？

第２１回新時代のマンションセミナーより

講師：中島亮平弁護士
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　松山氏は、築30年超のマンションで、雨漏り

の原因を特定しないまま「大規模修繕で直る」

とされたケースを紹介。専門調査を行った結果、

バルコニーと建物の隅にできた亀裂が原因と判

明し、応急処置後に修繕工事を行うことでよう

やく解決したという実例を示しました。

　また、「原因を突き止めずに塞ぐだけの工事

は再発リスクが高い」と強調し、調査段階での

保険活用（調査費用特約）の重要性にも触れま

した。

保険を正しく理解・活用する

　事故が起こった場合にサポートする保険につ

いては、田島政幸マンション管理士がマンショ

ン総合保険のポイントを説明しました。

▽設備工事の瑕疵であれば、工事業者の責任⇒

業者の賠償保険、瑕疵保険

▽人為的要因の場合、漏水させた者の責任⇒個

人賠償責任保険

▽漏水原因が厳密にわからない場合

　建物の設置又は保存に瑕疵があることにより

他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用

部分の設置又は保存にあるものと推定される

（区分所有法９条）。

▽管理組合の責任となる⇒施設賠償責任保険

（給排水設備の老朽化によるものなど）

▽管理組合による修理補修⇒施設賠償責任保険

　しかし、これらの特約はマンションによって

内容が異なり、「一事故100万円」と「一年間で

100万円」など契約単位にも違いがあります。

　さらに、近年は事故件数増や自然災害による

支払い増により、保険料が１.５～２倍に上昇し

ています。「小規模な事故でも頻繁に保険を使

うと、翌契約更新時に保険料が上がる仕組みに

変更されている保険会社があるため、使い方に

は慎重さが求められる」と注意を呼びかけまし

た。

　また、個人賠償保険を各区分所有者で加入す

ることとしている管理組合もあるが、万一、区

分所有者全員が訴えられた場合（例：壁崩落事

故など）には、加入していない世帯が大きなリ

スクを負うと指摘。

「個人保険を含めた管理組合全体の防災・リス

ク設計が必要」と強調しました。

騒音トラブル―「受忍限度」をどう考えるか

　中島氏は、増加傾向にある騒音問題について

も言及しました。

　裁判では「社会生活上どの程度の音なら我慢

できるか（受忍限度）」が基準となり、音量・

時間帯・頻度・加害者の態度などが考慮されま

す。夜間40デシベル、昼間53デシベルを超える

騒音を禁止する判決もありますが、慰謝料は数

万円～30万円程度と低額にとどまるケースが多

いとのことです。

　掲示板による注意喚起や防音措置の細則化、

民事調停による話し合いなど、現実的な解決が

推奨されています。

まとめ―管理組合に求められる視点

　マンションは多数の区分所有者が共同で暮ら

す「小さな社会」であり、マナー、設備管理、

法的責任、保険対応など多様な要素が重なり合

います。中島氏は講演の締めくくりとして、次

のように述べました。

「トラブル発生時に重要なのは“誰が悪いか”

ではなく、“原因を正確に把握し、責任の所在

を冷静に判断すること”。そのためには、法

律・建築・保険の3つの知識をバランスよく理解

することが、管理組合にとって最大のリスク管

理になります」

　今回の講演は、管理組合役員や居住者が、日

常の点検や情報共有の重要性を改めて見直す契

機となりました。

「万一の事故」は突然起こります。日々の小さ

な確認と、正しい知識の積み重ねこそが、安全

で快適なマンション生活を支える第一歩といえ

るでしょう。
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サイズ：72*40mm
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入会のご案内

■正会員（入会金 6000 円、会費 1500 円 / 月）
マンション購入を考えている方、マンション管理組合

役員あるいは区分所有者、マンション管理士などマン

ション関連資格所有者などの個人が対象です。広報紙

『集改ニュース』をお届けし、お得なマンション情報や

セミナー、住民交流会等をご案内します。

■顧問契約会員（ネットワーク会員）
マンション管理組合が対象です。『集改ニュース』を戸

数分送付、住民交流会、セミナー等にご優待、広報チ

ラシ作成、ＨＰ作成等のマンション相談も受付けます。

◎本部事務局（06-4703-5221）へお問い合せください

NPO 法人集合住宅改善センター（略称・集改セ

ンター）は、建物の大規模修繕・改修工事な

どのハード面、及び日頃の管理組合運営に関

するソフト面の両面から、マンションにお住

まいの方々を支援する専門家の集団です。

■代表理事　松山　功（一級建築士）

■会員

　一級建築士・マンション管理士・弁護士など30名

■ＮＰＯ法人認証

　平成 15年 1月 31日（認証番号 府活第 2-290 号）

集改センターの概要 **** **** ********
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第21回新時代のマンションセミナーのアンケート結果

　今回のセミナーは、特にマンション管理組合運営

やマンション内で発生するトラブルへの対応に関して

「非常に有益で参考になった」との評価が多数寄せ

られました。

【ポジティブな評価と具体的な学び】

・有意義で勉強になったという感想が全体を通じて

多く見られました。

・特に漏水や騒音といったマンション特有のトラブ

ルへの対応、および法律面の知識整理に役立ったと

の意見があります。

・管理組合における漏水に関する保険適用範囲の

内容は、特に学びになった点として挙げられていま

す。

・事例紹介の件数が多かった点が有益だったと評

価されています。

・日常起こりうる問題に対する基本的な対処法につ

いて参考になりました。

【今後の課題や要望】

・マンション管理・管理組合運営において、役員の減

少や無関心といった問題に対し、従来の対応では難

しく、違った方法を考える必要があるとの認識が示

されました。

・規約の見直しに関心のない人がいることに意外性

を感じたという意見もありました。

・騒音トラブルについては、個人的主観によるもの

が多いため、「これといった解決策はない」との現実

的な認識を持ちつつ、自分自身もトラブルの元とな

る行為は避けたいという意識が生まれました。

・保険の比較一覧表が参考になるため、ぜひ資料と

して提供してほしいという要望がありました。

・トラブル対応には正解がないことから、今後も経

験された実際の事例に基づいたトラブル対応のセミ

ナーの開催が望まれています。

【まとめ】

　セミナーは、具体的なトラブル対応の事例や、管

理組合運営の現状と課題について深い学びを提供

し、参加者の意識向上に貢献したと言えます。特に

保険やトラブル対応の実例に関する資料提供と、事

例に基づく継続的なセミナー開催が強く望まれてい

ます。（森田）

　第21回新時代のマンションセミナーの録画

は、集改センターのYouTube公式チャンネルで

配信しています。

　ぜひ公式チャンネルをご

覧になり、チャンネル登録

してください。（公式チャ

ンネルは集改センターホー

ムページからリンクしてい

ます）

YouTube公式チャンネルのご案内

公式チャンネルの画面

【公式チャンネルのURL】

https://www.youtube.com/@shukaicenter

セミナー終了後の記念撮影



- 8 -

NPO集改ニュース2026（令和8）年1月 通巻第77号

BeforeAfter

“居ながら施工”で あっという間に 快適な暮らしへ！

LIXILリニューアルのサッシ・玄関ドア『カバー改修』

Before After

お電話での
お問合せはこちら

06‐6390‐5205
受付時間 平日9:00～17:00

Webからの
お問合せはこちら 関西支店

大阪市淀川区西中島3-10-11LIXIL新大阪ビル8F

窓リフォーム 玄関リフォーム

ご相談はこちら

営業推進部　西日本受託推進課
大阪府大阪市淀川区西中島 5丁目 14 番 22 号　〒532-0011
TEL:06-6306-3836

マンションのお悩みを解決する

管理サービスをご提供します
多様化するニーズにお応えし、
確かな人材力と最新の IT 技術で、幅広いサービスを提供します
お客様に寄り添い、社会と共に、
より豊かなマンションライフを創造します


